
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】壁部を構成する鋼材の接合において、
対向する帯鉄筋群の内側に軸方向鉄筋を配設するととも
に一対の接合用鋼板を壁部の高さ方向に配設し、
同両接合用鋼板に形成した挿通孔または切欠き部に前記
各帯鉄筋群を定着すると共に、両接合用鋼板同士を複数
の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで高力ボルト接合し
たことを特徴とする、
構築物における鋼材の接合構造。
【請求項２】壁コ－ナ－部を構成する鋼材の接合におい
て、
内側のコーナー部に配設した壁用定着鋼板と、該壁用定
着鋼板に対向した位置に配設した外側の接合用鋼板との
間を、複数の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで高力ボ
ルト接合し、

前記壁用定着鋼板に帯鉄筋群の端部を定着し、
前記接合用鋼板に形成した挿通孔または切欠き部に帯鉄
筋群を定着し、
前記帯鉄筋群の内側に軸方向鉄筋を配設したことを特徴
とする、
構築物における鋼材の接合構造。
【請求項３】壁部を構成する鋼材の接合において、
所定間隔をおいて配置した接合用鋼板に形成した挿通孔
または切欠き部に帯鉄筋群を定着し、
壁用定着鋼板に帯鉄筋群の各端部を定着し、
同接合用鋼板及び壁用定着鋼板の一端を突出させ、他端
を帯鉄筋群と共にコンクリ－ト内に埋設して壁用のプレ
キャストコンクリ－ト版又はプレストレストコンクリ－
ト版を形成し、
同コンクリ－ト版一対を対向させて軸方向鉄筋の外側に
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立設し、
両コンクリ－ト版から突出する両接合用鋼板同士を、複
数の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで高力ボルト接合
したことを特徴とする、
構築物における鋼材の接合構造。
【請求項４】壁コ－ナ－部を構成する鋼材の接合におい
て、
一対のコ－ナ－用定着鋼板にコ－ナ－用帯鉄筋群の各端
部を定着し、
前記コ－ナ－用定着鋼板の一端を突出させ、他端をコ－
ナ－用帯鉄筋群と共にコンクリ－ト内に埋設してコ－ナ
－用のプレキャストコンクリ－ト版又はプレストレスト
コンクリ－ト版を形成し、
同コンクリ－ト版をコ－ナ－部の外側隅部において軸方
向鉄筋の外側に立設し、
同コンクリ－ト版から突出する前記両コ－ナ－用定着鋼
板を、接合用鋼板を介して同コンクリート版と隣接する
壁部を構成するコンクリート版の壁用定着鋼板と接合
し、
前記壁部を構成するコンクリート版をコ－ナ－部の内側
隅部において軸方向鉄筋の外側に立設し、
対向する外側の接合用鋼板と内側の前記壁部を構成する
コンクリート版の壁用定着鋼板との間を、複数の中間帯
鋼材により梯子段状に繋いで高力ボルト接合したことを
特徴とする、
構築物における鋼材の接合構造。
【請求項５】壁コ－ナ－部を構成する鋼材の接合におい
て、
内側のコーナー部に配設した壁用定着鋼板に十字型接合
用鋼板を高力ボルト接合し、
前記十字型接合用鋼板と対向した位置に配設した外側の
接合鋼板との間を、複数の中間帯鋼板により梯子段状に
繋いで高力ボルト接合し、
前記壁用定着鋼板に帯鉄筋群の端部を定着し、
前記接合用鋼板に形成した挿通孔または切欠き部に帯鉄
筋群を定着し、
前記帯鉄筋群の内側に軸方向鉄筋を配設したことを特徴
とする、
構築物における鋼材の接合構造。
【請求項６】壁コ－ナ－部を構成する鋼材の接合におい
て、
一対のコ－ナ－用定着鋼板にコ－ナ－用帯鉄筋群の各端
部を定着し、
前記コ－ナ－用定着鋼板の一端を突出させ、他端をコ－
ナ－用帯鉄筋群と共にコンクリ－ト内に埋設してコ－ナ
－用のプレキャストコンクリ－ト版又はプレストレスト
コンクリ－ト版を形成し、
同コンクリ－ト版をコ－ナ－部の外側隅部において軸方
向鉄筋の外側に立設し、
同コンクリ－ト版から突出する前記両コ－ナ－用定着鋼

板を、接合用鋼板を介して同コンクリート版と隣接する
壁部を構成するコンクリート版の壁用定着鋼板と接合
し、
前記壁部を構成するコンクリート版をコ－ナ－部の内側
隅部において軸方向鉄筋の外側に立設し、
コ－ナ－部の内側隅部に配設した十字型接合用鋼板に前
記壁部を構成するコンクリート版の壁用定着鋼板を高力
ボルト接合し、
前記十字型接合用鋼板と前記接合用鋼板との間を、複数
の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで高力ボルト接合し
たことを特徴とする、
構築物における鋼材の接合構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、橋脚、地中連続
壁、大型水槽、柱等の構築物における鋼材の接合構造に
関する。
【０００２】
【従来の技術】図１３に示すように、多数本の主鉄筋ｂ
及び帯鉄筋ｃからなる構築物ａ（橋脚）の配筋構造にお
いて、対向する帯鉄筋ｃ群同士を多数本の中間帯鉄筋ｄ
により繋ぎ、同中間帯鉄筋ｄ両端部のフックｅ，ｅによ
って帯鉄筋ｃに定着していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】前記した従来の技術に
は次のような問題点がある。
＜イ＞多数の中間帯鉄筋ｄの両端に半円形若しくは鋭角
のフックｅを設ける作業は、多大な労力と時間を要す
る。
＜ロ＞対向する帯鉄筋ｃ群に多数の中間帯鉄筋ｄを定着
する作業は、多くの鉄筋が輻奏するため確実に定着する
ことが困難な場合がある。
＜ハ＞フックｅ定着によると、十分な噛合わせができ
ず、また外れやすいため、定着部に隙間ができるなど定
着精度にバラツキが生じ、その手直し作業は非常に手間
がかかる。
＜ニ＞定着部付近では、フックｅの存在により鉄筋が輻
奏するため、打込まれるコンクリ－トの充填性が悪くな
ると共に、骨材分離が発生しやすい。
＜ホ＞その結果、定着部付近のコンクリ－トに空洞が生
じ、構築物ａに地震力が作用した時、強度上に問題が生
じる惧れがある。
【０００４】
【本発明の目的】本発明は上記の課題を解決するために
なされたもので、その目的とするところは、鋼材の接合
作業の合理化と省力化が可能で、且つ精度よく組立てを
行うことができ、コンクリ－ト打設後の構造体の強度の
大幅な増強が可能な、構築物における鋼材の接合構造を
提供することにある。
【０００５】
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【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、本発明の構築物における鋼材の接合構造は、壁部を
構成する鋼材の接合において、対向する帯鉄筋群の内側
に軸方向鉄筋を配設するとともに一対の接合用鋼板を壁
部の高さ方向に配設し、同両接合用鋼板に形成した挿通
孔または切欠き部に前記各帯鉄筋群を定着すると共に、
両接合用鋼板同士を複数の中間帯鋼材により梯子段状に
繋いで高力ボルト接合した構成であり、壁コ－ナ－部を
構成する鋼材の接合において、内側のコーナー部に配設
した壁用定着鋼板と、該壁用定着鋼板に対向した位置に
配設した外側の接合用鋼板との間を、複数の中間帯鋼材
により梯子段状に繋いで高力ボルト接合し、前記壁用定
着鋼板に帯鉄筋群の端部を定着し、前記接合用鋼板に形
成した挿通孔または切欠き部に帯鉄筋群を定着し、前記
帯鉄筋群の内側に軸方向鉄筋を配設した構成であり、ま
た、壁部を構成する鋼材の接合において、所定間隔をお
いて配置した接合用鋼板に形成した挿通孔または切欠き
部に帯鉄筋群を定着し、壁用定着鋼板に帯鉄筋群の各端
部を定着し、同接合用鋼板及び壁用定着鋼板の一端を突
出させ、他端を帯鉄筋群と共にコンクリ－ト内に埋設し
て壁用のプレキャストコンクリ－ト版（以下、ＰＣａと
略す）版又はプレストレストコンクリ－ト（以下、ＰＳ
Ｃと略す）を形成し、同ＰＣａ版又はＰＳＣ版一対を対
向させて軸方向鉄筋の外側に立設し、ＰＣａ版又はＰＳ
Ｃ版から突出する両接合用鋼板同士を、複数の中間帯鋼
材により梯子段状に繋いで高力ボルト接合した構成であ
り、壁コ－ナ－部を構成する鋼材の接合において、一対
のコ－ナ－用定着鋼板にコ－ナ－用帯鉄筋群の各端部を
定着し、前記コ－ナ－用定着鋼板の一端を突出させ、他
端をコ－ナ－用帯鉄筋群と共にコンクリ－ト内に埋設し
てコ－ナ－用ＰＣａ版又はＰＳＣ版を形成し、同ＰＣａ
版又はＰＳＣ版をコ－ナ－部の外側隅部において軸方向
鉄筋の外側に立設し、同版から突出する前記両コ－ナ－
用定着鋼板を、接合用鋼板を介して同版と隣接する壁部
を構成するコンクリート版の壁用定着鋼板と接合し、前
記壁部を構成するコンクリート版をコ－ナ－部の内側隅
部において軸方向鉄筋の外側に立設し、対向する外側の
接合用鋼板と内側の前記壁部を構成するコンクリート版
の壁用定着鋼板との間を、複数の中間帯鋼材により梯子
段状に繋いで高力ボルト接合した構成である。また、壁
コ－ナ－部を構成する鋼材の接合において、内側のコー
ナー部に配設した壁用定着鋼板に十字型接合用鋼板を高
力ボルト接合し、前記十字型接合用鋼板と対向した位置
に配設した外側の接合鋼板との間を、複数の中間帯鋼板
により梯子段状に繋いで高力ボルト接合し、前記壁用定
着鋼板に帯鉄筋群の端部を定着し、前記接合用鋼板に形
成した挿通孔または切欠き部に帯鉄筋群を定着し、前記
帯鉄筋群の内側に軸方向鉄筋を配設した構成である。さ
らに壁コ－ナ－部を構成する鋼材の接合において、一対
のコ－ナ－用定着鋼板にコ－ナ－用帯鉄筋群の各端部を

定着し、前記コ－ナ－用定着鋼板の一端を突出させ、他
端をコ－ナ－用帯鉄筋群と共にコンクリ－ト内に埋設し
てコ－ナ－用ＰＣａ版又はＰＳＣ版を形成し、同ＰＣａ
版又はＰＳＣ版をコ－ナ－部の外側隅部において軸方向
鉄筋の外側に立設し、同版から突出する前記両コ－ナ－
用定着鋼板を、接合用鋼板を介して同版と隣接する壁部
を構成するコンクリート版の壁用定着鋼板と接合し、前
記壁部を構成するコンクリート版をコ－ナ－部の内側隅
部において軸方向鉄筋の外側に立設し、コ－ナ－部の内
側隅部に配設した十字型接合用鋼板に前記壁部を構成す
るコンクリート版の壁用定着鋼板を高力ボルト接合し、
前記十字型接合用鋼板と前記接合用鋼板との間を、複数
の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで高力ボルト接合し
た構成である。
【０００６】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態を、橋脚を例とした鋼材の接合構造を説明
する。
＜イ＞全体の構成（図１０，図１１）
構築物、即ち橋脚Ａは橋梁を支持する下部構造体であっ
て、その平面形状は中央に中空部Ｄを有する矩形で、４
辺の壁部Ｂがコ－ナ－部Ｃにて剛接するＲＣ構造又はＳ
ＲＣ構造である。図１１は高橋脚Ａの一部分を示す縦断
面図である。尚、平面形状は矩形の他、楕円形、円形、
多角形等の場合にも適用が可能である。
【０００７】＜ロ＞壁部Ｂを構成する鋼材の接合構造
［実施の形態１］（図１～図３）
壁部Ｂは、多数本の軸方向鋼材鉄筋１及び壁用帯鉄筋２
からなり、対向する帯鉄筋２群の夫々内側に、壁部Ｂの
高さ方向に延びる一対の接合用鋼板３が配設してある。
同両接合用鋼板３，３に両帯鉄筋２，２群を定着すると
共に、同各接合用鋼板３，３同士を複数の中間帯鋼材４
により梯子段状に繋ぎ、高力ボルト５締めする。  これ
らの接合用鋼板３，３及び中間帯鋼材４は、図１に示す
ように平面で見て適宜の間隔をあけて配設してある。
【０００８】＜ハ＞コ－ナ－部Ｃを構成する鋼材の接合
構造［実施の形態２］（図１，図３）
コ－ナ－部Ｃにおける直交する各方向のコ－ナ－用中間
帯鋼材１４，１４を用いて、互いに直交する外側の帯鉄
筋２群と内側の帯鉄筋２群とを繋ぐ。即ち、外側の帯鉄
筋２群は接合用鋼板３と直交して定着してあり、内側の
帯鉄筋２群は、その端部が壁用定着鋼板６と平行して定
着してある。また、外側の接合用鋼板３と内側の壁用定
着鋼板６は対向している。この対向する外側の接合用鋼
板３と内側の壁用定着鋼板６との間を、複数のコ－ナ－
用中間帯鋼材１４により梯子段状に繋いで高力ボルト５
接合する。
【０００９】直交する各方向のコ－ナ－用中間帯鋼材１
４，１４は、図示によると互い違いに高さをずらして配
設してあるが、同一高さ位置に交差させて剛接してもよ
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い。
【００１０】＜ニ＞軸方向鉄筋１（図１，図２）
軸方向鉄筋１は、橋脚Ａの規模がより大型化するような
場合、軸方向鉄筋１に代えてアングル、溝形鋼、Ｔ形
鋼、Ｈ形鋼、鋼管等の鋼材を用いることができる。
【００１１】＜ホ＞壁用帯鉄筋２（図１～図３）
多数の帯鉄筋２は所定間隔をあけて配設し、同帯鉄筋２
群の端部は壁用定着鋼板６に溶接Ｗにより定着してあ
る。壁用定着鋼板６は、コ－ナ－用中間帯鋼材１４と高
力ボルト５により接合する。
【００１２】＜ヘ＞接合用鋼板３（図２）
接合用鋼板３の外側近傍には、壁用帯鉄筋２を通す挿通
孔１７が所定間隔にあけてある。接合用鋼板３は、図示
の例は鋼板であるが、橋脚Ａの規模がより大型化するよ
うな場合、他の形鋼材、例えばアングル、溝形鋼、Ｔ形
鋼、Ｈ形鋼等を用いてもよい。
【００１３】＜ト＞接合用鋼板３に対する帯鉄筋２の定
着（図１～図４）
帯鉄筋２の定着は、接合用鋼板３に設けた挿通孔１７に
よる他、一例として図４に示すように、接合用鋼板３の
外側端に切欠き１８又は波形を外に向けて形成し、これ
に帯鉄筋２を係止、定着することができる。定着に際
し、必要に応じて帯鉄筋２が切欠き部１８と接する一部
を部分溶込み溶接する。
【００１４】＜チ＞壁用中間帯鋼材４及びコ－ナ－用中
間帯鋼材１４（図１～図３）
中間帯鋼材４，１４は鋼板が好適であるが、必要に応じ
て他の形鋼材、例えばアングル、溝形鋼、Ｔ形鋼、Ｈ形
鋼等を用いることができる。
【００１５】＜リ＞接合用鋼板３と中間帯鋼材４，１４
の接合（図１～図３）
一対の接合用鋼板３，３間を所定間隔をおいて中間帯鋼
材４，１４により繋ぎボルト５接合する。図示の例は各
１本の高力ボルト５により接合してあるが、必要に応じ
て複数本を用い、また高力ボルト５に代えて溶接接合と
してもよい。
【００１６】＜ヌ＞壁部Ｂを構成する鋼材の接合構造
［実施の形態３］（図５～図７）
予め、現場ヤ－ド又は工場にて治具及び型枠を用い、接
合用鋼板３を所定間隔をおいて配置し、この接合用鋼板
３に壁用帯鉄筋２群を定着する。また、壁用帯鉄筋２群
は、同各帯鉄筋２の端部を壁用定着鋼板６に溶接Ｗによ
り定着する。その状態で、型枠内にコンクリ－トを打設
し、壁用帯鉄筋２群を埋設した壁用ＰＣａ版Ｅに形成し
てユニット化する。その際、接合用鋼板３及び壁用定着
鋼板６の一端をＰＣａ版Ｅから突出させておく。上記壁
用ＰＣａ版Ｅのユニット化により、現場での帯鉄筋２群
の組立ては大幅な省力化が図れる。上記壁用ＰＣａ版Ｅ
一対を対向させて軸方向鉄筋１，１の外側に立設し、両
ＰＣａ版Ｅから突出する両接合用鋼板３，３同士を、複

数の壁用中間帯鋼材４により梯子段状に繋いで高力ボル
ト５により接合する。コ－ナ－部Ｃとの接続は、壁用Ｐ
Ｃａ版Ｅから突出する壁用定着鋼板６を、接合用鋼板１
０（図示ではＴ型鋼板）のフランジ２２を介して、コ－
ナ－用ＰＣ版Ｆの定着鋼板１６と高力ボルト１５接合す
る。
【００１７】＜ル＞コ－ナ－部Ｃを構成する鋼材の接合
構造［実施の形態４］（図５，図７）
予め、現場ヤ－ド又は工場にて治具及び型枠を用い、一
対のコ－ナ－部用定着鋼板１６，１６を所定間隔をおい
て配置し、両定着鋼板１６，１６間にＬ型のコ－ナ－用
帯鉄筋１３群の両端部を溶接Ｗにより定着する。その状
態で、型枠内にコンクリ－トを打設し、コ－ナ－用帯鉄
筋１３群を埋設したコ－ナ－用ＰＣａ版Ｆに形成してユ
ニット化する。その際、コ－ナ－部用定着鋼板１６，１
６の一端をＰＣａ版Ｆから突出させておく。上記コ－ナ
－用ＰＣａ版Ｆのユニット化により、現場でのコ－ナ－
用帯鉄筋１３群の組立ては大幅な省力化が図れる。上記
コ－ナ－用ＰＣａ版Ｆを軸方向鉄筋１の外側に立設し、
同ＰＣａ版Ｆから突出する両コ－ナ－部用定着鋼板１
６，１６を、接合用鋼板１０（図示ではＴ型鋼板）のフ
ランジ２２を介して壁用定着鋼板６と高力ボルト１５に
より接合する。  図中２３はジョイント部の型枠パネ
ル、２４はコ－ナ－部の型枠パネルである。
【００１８】コ－ナ－部Ｃにおける直交する各方向のコ
－ナ－用中間帯鋼材１４，１４を用いて、互いに直交す
る外側のＰＣａ版Ｅ，Ｆと内側の壁用ＰＣａ版Ｅとを繋
ぐ。即ち、外側のＰＣａ版Ｅ，Ｆの帯鉄筋２，１３群は
定着鋼板６，１６に夫々定着してあり、内側の壁用ＰＣ
ａ版Ｅの帯鉄筋２群は壁用定着鋼板６に定着してある。
  また、外側の接合用鋼板１０と、内側の壁用ＰＣａ版
Ｅから突出した壁用定着鋼板６は対向している。この対
向する接合用鋼板１０のウエブ２１と壁用定着鋼板６と
の間を、複数のコ－ナ－用中間帯鋼材１４により梯子段
状に繋いで高力ボルト５接合する。尚、直交する各方向
のコ－ナ－用中間帯鋼材１４，１４は、図示によると互
い違いに高さをずらして配設してあるが、それに限定さ
れない。
【００１９】前記実施例の壁用ＰＣａ版Ｅ及びコ－ナ－
用ＰＣａ版Ｆは、プレキャストコンクリ－ト版である
が、ＰＣ鋼線などのストランドやＰＣ鋼棒、或いは鉄筋
により緊張力を導入したプレストレストコンクリ－ト
（ＰＳＣ）版とすることができる。それにより、型枠兼
用の構造材として更に耐力の増強が図れる。
【００２０】＜オ＞コ－ナ－部Ｃを構成する鋼材の接合
構造［実施の形態５］（図８，図９）
壁部Ｂ，Ｂが交差するコ－ナ－部Ｃには、同部Ｃの内側
隅部に十字型の接合用鋼板２０が、外側部に２本のＴ型
の接合用鋼板１０，１０が、夫々配設してある。  十字
型の接合用鋼板２０と、同鋼板２０に対向する直交方向
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のＴ型の接合用鋼板１０，１０の間を、複数のコ－ナ－
用中間帯鋼材１４，１４により梯子段状に繋いで接合す
る。即ち、十字型の接合用鋼板２０の各ウエブのうち直
交する各方向のウエブ１１，１１と、対向する各Ｔ型の
接合用鋼板１０，１０のウエブ２１，２１との間を、中
間帯鋼材１４，１４により高力ボルト５接合する。ま
た、２本のＴ型の接合用鋼板１０，１０の間に、コ－ナ
－用帯鉄筋１３群を軸方向鉄筋１と接して接続する。そ
の接続は、同帯鉄筋１３群を定着したコ－ナ－用定着鋼
板１６，１６を、各Ｔ型の接合用鋼板１０，１０のフラ
ンジ２２，２２に高力ボルト１５接合する。以上によ
り、各鋼材が接合された壁コ－ナ－部Ｃが形成される。
【００２１】次いで、上記の壁コ－ナ－部Ｃにおける、
十字型の接合用鋼板２０の各ウエブのうち直交する各方
向の他のウエブ１２，１２に、壁部Ｂの内側の壁用帯鉄
筋２，２群（図１の右側と下側）が定着された壁用定着
鋼板６を高力ボルト１５接合する。
【００２２】また、前記２本のＴ型の接合用鋼板１０，
１０のフランジ２２，２２に、壁部Ｂの外側の壁用帯鉄
筋２，２群が定着された壁用定着鋼板６を高力ボルト１
５接合する。
【００２３】前記＜オ＞の接合構造［実施の形態５］に
おいて、コ－ナ－用帯鉄筋１３群とコ－ナ－用定着鋼板
１６を組込んだコ－ナ－用ＰＣａ版Ｆ、及び壁用帯鉄筋
２群と接合用鋼板３と壁用定着鋼板６を組込んだ壁用Ｐ
Ｃａ版Ｅを用いて、各鋼材を接合することができる。
尚、上記ＰＣａ版Ｅ、Ｆに代えてＰＳＣ版を用いてもよ
い。
【００２４】＜ワ＞Ｔ型の接合用鋼板１０（図８，図
９）
接合用鋼板１０は鋼板を溶接した、断面がＴ字形の部材
である。尚、鋼板に代えてＴ形鋼を用いることができ
る。この部材の直交方向の鋼板、即ちフランジ及びウエ
ブのうち、１枚のウエブ２１の側面には、コ－ナ－用中
間帯鋼材１４を接合するためのボルト孔が、外側に位置
するフランジ２２の側面には、壁用定着鋼板６及びコ－
ナ－用定着鋼板１６を接合するためのボルト孔が、夫々
所定間隔をおいて明けてある。
【００２５】＜カ＞十字型の接合用鋼板２０（図８，図
９）
接合用鋼板２０は鋼板を溶接した、断面が十字形の部材
である。この部材の直交方向に延びる４枚の鋼板即ちウ
エブのうち、相隣る２枚のウエブ１１，１１の側面には
中間帯鋼板１４を接合するためのボルト孔が、他の２枚
のウエブ１２，１２の側面には、壁用帯鉄筋２を定着し
た壁用定着鋼板６を接合するためのボルト孔が、夫々所
定間隔をおいて明けてある。十字型の接合用鋼板２０は
鋼板が好ましいが、これに限定したものではなく、例え
ばＴ形鋼、溝形鋼、Ｈ形鋼等を用いて断面が十字形に形
成した部材でもよい。

【００２６】＜ヨ＞コ－ナ－用帯鉄筋１３を定着したコ
－ナ－部用定着鋼板１６（図５，図８）  コ－ナ－用帯
鉄筋１３はＬ型に折曲げてあり、コ－ナ－部Ｃにおける
外側の高さ方向に、多数本を所定間隔をおいて配設され
る。コ－ナ－用帯鉄筋１３群は、それらの各両端部がコ
－ナ－用定着鋼板１６，１６の内側面に溶接Ｗにより定
着してある。この定着鋼板１６の側面には、Ｔ型の接合
用鋼板１０のフランジ２２と接合するためのボルト孔が
所定間隔に明けてある。
【００２７】図１２は、本発明及び従来の壁部の各試験
体を製作し、圧縮試験を行った結果の荷重－変形曲線で
ある。それによると本発明の壁体の圧縮強度は、従来の
それと比べて約１．２５倍となり耐荷力が増大すること
が確認できた。
【００２８】
【発明の効果】本発明は以上説明したようになるから、
次のような効果を得ることができる。
（１）壁部を構成する鋼材の接合において、対向する帯
鉄筋群の内側に一対の接合用鋼板を配設し、両接合用鋼
板に前記各帯鉄筋群を定着すると共に、両接合用鋼板同
士を複数の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで接合した
ことによって、
＜イ＞従来の中間帯鉄筋のようにフックを設ける必要が
ないので、接合用鋼板と中間帯鋼材を用いて、容易且つ
精度よく組立てて接合することが可能となり、施工の省
力化が促進され大幅な工期の短縮が図れる。
＜ロ＞中間帯鋼材１本で、従来の中間帯鉄筋複数本分の
強度性能を持たせることができるので、部材数が少なく
てすみ経済的である。
＜ハ＞剪断補強材としての従来の中間帯鉄筋に代えて、
接合用鋼材と中間帯鋼板により剪断力の一部を負担させ
ることができ、それによる応力の伝達機構が明確にな
り、また従来の中間帯鉄筋による剪断力伝達機構と比べ
て著しく剛強になる。
＜ニ＞壁のコンクリ－ト打設後、帯鉄筋群及び接合用鋼
材と中間帯鋼板により囲まれるコンクリ－トは、中間帯
鋼材により強固に横拘束されるので、コンクリ－ト強度
が増大すると共に圧縮ひずみが大幅に改善され、コンク
リ－トのはらみだしが防止される。
＜ホ＞上記＜ニ＞の結果、軸方向鉄筋の座屈が充分に防
止できる。
＜ヘ＞中間帯鋼材の部材数が少なくてすむので、打込ま
れる壁コンクリ－トの充填性が飛躍的に改善され、構築
物全体の品質が向上する。
＜ト＞上記＜ヘ＞の結果、地震力等の外力に対する構築
物全体としての変形性能及び耐久性が向上する。
（２）コ－ナ－部を構成する鋼材の接合において、対向
する外側の接合用鋼板と内側の壁用定着鋼板との間を、
複数の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで接合したこと
によって、前記（１）と同様の効果が得られるほか、
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＜イ＞従来は、特にコ－ナ－部における配筋構造が複雑
であったのに比べて、各部位の部材構成がユニット化で
きるので、容易に精度よく組立て及び接合することが可
能となる。
＜ロ＞各鋼材の配設精度が飛躍的に向上するので、壁コ
ンクリ－トの打設を円滑に行うことができる。
＜ハ＞その結果、地震力による応力集中が特に大きいコ
－ナ－部の強度の増大が図れる。
（３）壁部を構成する鋼材の接合において、接合用鋼板
に帯鉄筋群を定着し、壁用定着鋼板に帯鉄筋群の各端部
を定着して、帯鉄筋群を埋設した壁用ＰＣａ版又はＰＳ
Ｃ版一対を対向させ、ＰＣａ版又はＰＳＣ版から突出す
る両接合用鋼板同士を、複数の中間帯鋼材により梯子段
状に繋いで接合したことによって、前記（１）と同様の
効果が得られるほか、
＜イ＞壁用ＰＣａ版又はＰＳＣ版の組立て作業、及び両
ＰＣａ版から突出する鋼材を利用した接合作業が、容易
に迅速且つ精度よく行うことができるので、更に施工の
省力化が可能となり作業効率が著しく向上する。
（４）コ－ナ－部を構成する鋼材の接合において、一対
のコ－ナ－用定着鋼板にコ－ナ－用帯鉄筋群の各端部を
定着して、同帯鉄筋群を埋設したコ－ナ－用ＰＣａ版又
はＰＳＣ版をコ－ナ－部の外側隅部に配設し、同ＰＣａ
版又はＰＳＣ版から突出する前記両コ－ナ－用定着鋼板
を、接合用鋼板を介して壁用定着鋼板と接合し、対向す
る外側の接合用鋼板と内側の壁用定着鋼板との間を、複
数の中間帯鋼材により梯子段状に繋いで接合したことに
よって、前記（２）及び（３）と同様の効果が得られ
る。

【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明に係る、構築物における鋼材の接合構
造の実施例１を説明する部分拡大平面図（図１０のＭ
部）
【図２】  実施例１の壁部を示す部分拡大縦正面図（図
１のａ～ａ視）
【図３】  実施例１の壁部及びコ－ナ－部を示す部分拡
大縦側面図（図１のｂ～ｂ視）
【図４】  接合用鋼板の変化例を示す部分拡大縦正面図
【図５】  本発明に係る、構築物における鋼材の接合構
造の実施例２を説明する部分拡大平面図（図１０のＭ
部）
【図６】  実施例２の壁部を示す部分拡大縦正面図（図
５のｃ～ｃ視）
【図７】  実施例２の壁部及びコ－ナ－部を示す部分斜
視図
【図８】  本発明に係る、構築物における鋼材の接合構
造の実施例３を説明する部分拡大平面図（図１０のＭ
部）
【図９】  実施例３の壁部及びコ－ナ－部を示す部分拡
大縦側面図（図８のｄ～ｄ視）
【図１０】構築物（橋脚）の全体を示す平断面図
【図１１】図１０の一部を示す縦断面図
【図１２】本発明に係る構築物（橋脚）における壁部と
従来のそれとの耐荷力を、荷重試験により比較した荷重
・変形曲線図
【図１３】従来の構築物（橋脚）における壁部を示す部
分拡大縦正面図

【図２】 【図４】 【図１０】
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【図１】

【図３】

【図６】

【図１１】
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【図５】 【図７】

【図８】 【図１３】
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